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このたび、２０２５年３月２５日の理事会の議を経て、下記の通り教員一人を就業規則に
基づく｢戒告｣の懲戒処分としました。 

 
記 

 
１．被 処 分 者  大学教員  
 
２．処 分 理 由  学生に対するアカデミック・ハラスメント行為及び指示命令違反 
 
３．事案の概要  ２０２４年９月２３日に学生に対しアカデミック・ハラスメントに該当

する行為を行ったことが認められました。 
同時に上記行為に関する手続きにおいて指示命令違反が認められまし

た。 
これらの行為を理由として、就業規則に基づき懲戒処分としたもので

す。 
 
４．今後の対応  今後、同様の行為が行われないよう、事案に対して学園として厳格に対

応するとともに、研修会を実施するなど防止策の徹底を図ってまいりま
す。 

 
 
 
 


